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本欄は広告であり、広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。

→

→

あなたも解説員ボランティア！
水色のジャケット姿の解説員をご
存じでしょうか。四日市公害と環境
未来館では、土日、祝休日などに館
内の展示を案内する解説員の皆さん
が活躍しています。

今年度も、解説員になるための養
成講座を開講します。11月から始ま
る全７回の講座では、四日市公害裁
判の原告や弁護士、コンビナート企
業ＯＢなど、多彩な関係者が講師を
務めます。また、他の大気汚染を経
験した地域へのバスによる現地研修
もあります。公害の歴史、そして今
ある環境の大切さが分かる充実した
講座内容です。
養成講座を修了した人は、来年４
月から解説員として実際に活動して
いただきます。小・中学校の社会科
見学や一般来館者への案内など、幅

広い年齢層を相手に不安もあるかも
しれませんが、先輩解説員や職員が
きちんとサポートしますので、安心
して解説員活動をスタートできます。
養成講座は18歳以上の人が対象
で、市外在住でもご応募いただけま
す。詳しい募集要項や講座の予定な
どは、広報よっかいち10月下旬号
に掲載します。興味のある人は、ぜ
ひご参加ください。

「博物館」「プラネタリウム」「四日市公害と環境未来館」の見どころなどを紹介します。
　開 館 時 間　９：30～17：00（展覧会への入場は16：30まで）
　10月の休館日　１日（月）・９日（火）・15日（月）・22日（月）・29日（月）
　11月の休館日　５日・12日・19日・26日（いずれも月曜日）
　　　　※10月８日（祝）は開館します。

四日市公害と環境未来館
（☎︎354−8065　FAX329−5792）

問い合わせ先

１回だけのつもりが定期購入
だった！？

【相談事例】
スマートフォンで、健康のための

サプリメントが500円で購入できる
という広告を見て申し込み、商品を
受け取った。最近再び同じ商品が届
き、6,000円の請求書が入っていた。
販売業者に確認したら、４回以上の
購入が条件の定期購入の契約だと言
われた。

【アドバイス】
商品を注文する前に、契約条件を
よく確認しましょう。
①注文の最終確認画面などで「定期
購入が条件となっていないか」な
ど、契約内容を詳細まで読みまし
ょう
②「解約・返品できるかどうか」な
ど、解約条件をしっかり確認しま
しょう
③通信販売にはクーリング・オフは
適用されません。値段が安い、お
得だなどと思ってもすぐに申し込
まず、冷静になって慎重に検討し
ましょう

困ったらすぐにご相談を！
少しでもお困りの場合は、下記の
窓口までお早め
にお問い合わせ
ください。

→

■この記事に関する問い合わせ先
市民・消費生活相談室
☎︎354−8147　FAX354−8452

■契約トラブルに関するご相談は
相談専用電話　☎354－8264
受付日時　月～金曜日

（祝日・年末年始を除く）
９：00～12：00、13：00～16：00

→

市民・消費生活相談室に寄せられた相談事例などから、安全に安心し
て消費生活を送るために役立つ情報をお知らせします。
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